
報告第1号

専決処分の報告について(車両事故)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第180条第1項の規定により、別紙のと 

おり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和8年2月2 6日提出

うるま市長中村正人
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専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定により、平成 

17年4月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分事項について、 

別紙(示談書)のとおり専決処分する。

令和7年12月2 6日

うるま市長
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を(甲・乙)指定の右口座 

に支払う。

受取人

口座名義を(甲・©)指定の右c座 氏名 

払テ支払う。

j (甲・②)

対する支払額の内

方 [ 109.336 円
«を(伺)•乙)指定の右口座:氏 

Lに支払う。

__________a
氏名

口座名義

フリがナ

口座名義

 

示談日20ZU年/2月2ム日

当事者甲

上記の通り示談が成立しましたので、今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議、請求の申 
し立てをしないことを誓約します。

麟禺県 
ラる調住所沖蹦うるま市みどり町一丁目国号 

氏名 うるま市長中村正 <11311

損害額 i①金 121,484 円!②金 97,600 円

事故の責任割合！③ 10 %!④ 90 %

甲・乙 ⑤甲は乙の損害の内 (②x③)⑥乙は甲の損害の内 (①x④)

受取人の指定

(©・乙)は(©•甲)に住所〒 

支対する支払額の内

4 9,760 円

示 責任額 金________9,760円を負担する。 一ー_!四3亟巴,を負担する。

談 ©甲は乙に上記自己責任額⑤を支払い、乙は甲に自己賁任額⑥を支払う。

2.甲・乙各自負担額を相殺し(甲•乙)が(乙・甲)に対し、 金 円を支払う。
内 決済方法 13.甲•乙の損害額を各自それぞれ負担する。(自損自弁)

容
4.その他( )

— ホ——談 書(物件損書)
事故発生日時 摯 7年 10月 15日 僉•午後 ’‘8時 50分頃
事故発生場所沖縄号線(ENEOSセルフ兼原SS前)  /

|事故発生状況上^MB:おいて早箫粉衝突・追突・正面衝"により事故が発生した。

 二"」ー 当事者氏名 運転者氏名 " 登録番号

当事者甲 うるま市 沖縄581て3247

臺故当事者 一里  r  乙

運転者

当事者乙

運転者

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名I

対する支払額の内



様式第2号(第9条関係)

公用車事故報告書

注 本様式には、附表を添付すること。

備考決裁欄は、教育委員会の場合、適宜変更すること。
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報告第2号

専決処分の報告について(車両事故)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和8年2月2 6日提出

うるま市長中村正人
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専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 〇条第1項の規定により、平成17 
年4月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分事項について、別紙(示 

談書)のとおり専決処分する。

令和7年11月6日

うるま市長中村正丿
將誕臨 
g闔 

暖晏
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(業 B14

示 談 書(物件損害)

受取人
住所T Ta

氏名支 ・盗 ラ&W---
住所〒 Ta

氏名方

法

氏名

支店
支所

支店 
支所

支店 
支所

を(甲«乙)指定の右口座 
に支払う。

列莎

口座名雑 … 倒・

an
償金

...................................... Att_____
列志:

口座名義

(甲・乙)は(乙・甲)C 
対する支払顿の内 
金 a

(甲・乙)ほ(乙・甲)に 
対する支払級の内 
金 円
を(甲・乙)指定の右口座 
に支孤う。

(甲・乙)は(乙・甲)に 
対する支払額の内 
金 円
を(甲・乙)指定の右口座 
に支払う。

フリ妙

口座名義M丁歸・話“ 一

事故発生日時 令和 7年 9 月 29日 何・午後 〇〇時 0 9分頃

事故発生場所 県道8号線(うるま市字川崎3 3 5番地 ポート川崎前歩道)

事故発生状況 上記日時場所において脂爵毒矗を謬臂により事故が発生した。

～～-------- -. 当事者氏名 運転者氏名 登録番号

当事者甲 うるま市 沖縄832ひ!19
当事者乙 中部土木事務所長

受取人の指定

事故当事者 甲 乙

損害額 ①金 3 5 7,12 3円 诳 〇円

事故の責任割合 ③ 1 0 0 % ④ 〇%

示

談

内

容

甲・乙 
責任額

⑤甲は乙の損害の内 (®x®)
金 円を負担する。

⑥乙は甲の損害の内 (①X④)
< 円を負担する。

決済方法

1. 甲は乙に上記自己責任額⑤を支払い、乙は甲に自己貴任額⑥を支払う。

2. 甲・乙各自負担額を相殺し(甲・乙)が(乙•甲)に対し、金 円を支払う。

3. 甲・乙の損害額を各自それぞれ負担する。(自損自弁)

Qその他(甲の損害を甲自ら負担する。乙の損害(横断防止柵損傷)を甲が復旧する。)

陣

当事者 うるま市畏中村正

住所うるま市みどり町一丁目1 
甲

氏名

上記の通り示談が成立しましたので、今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外においてー 
し立てをしないことを誓約します。

示談日R7年//月6日

岳冒

-3- 公益社団法人 全国市有物件災君共済会 (5.8. A4.4P. 20x350)



消防機械器具等事故報告書

機械器具名称 具志川救急1

様式第9号(第4 2条関係)

事故状況

現場活動中において、傷病者を車内へ収容した後、救急車両を後進させるため、誘導

車両番号 沖縄832ひ•119

発生日時 令和7年9月29日(月曜日)00時09分頃 天候 曇り

発生場所 沖縄県うるま市字川崎335番地 ポート川崎前歩道

同乗者

相手方 なし ・

員を車両後方に位置し、安全確認を行いながら車両を移動させました。

その後、誘導員は車内活動に入るため、車両の一時停止後に乗車しました。現場から 

中頭病院へ向けて、歩道から県道に移動する際に機関員が左側ガードパイプの存在に気 

付かず、車両左側のスライドドアが接触しました。この接触により、スライドドア部に 

破損が発生するも、開閉機能には問題がないことを確認しました。業務遂行に重大な影 

響がないと判断し、緊急性を要するため傷病者を搬送しました。 _ 一
見取図等(発生個所及び事故の状況) エ ～～

ポート川崎

至栄野比方面

ー 県道8号線

上記のとおり報告します。

令和7年9月290

至安慶名方面

※丨 太枠内の決裁欄は、事故発生所属課署において押印するものとする。

2 見取図等は、枠内で足りない場合は、別紙を添付すること。
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報告第3号

専決処分の報告について(庁舎西棟直流電源及び非常用発電設備改修工事)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第180条第1項の規定により、別紙のとおり 

専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和8年2月2 6日提出

うるま市長中村正人
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専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定に基づき、平 

成17年4月18日議会の議決により指定された市長の専決処分事項につい 

て、次のとおり専決処分する。

1 工事名 庁舎西棟直流電源及び非常用発電設備改修工事

2 変更増額 8, 7 8 4, 600円

3受注者マサ友電設(株)•(有)諸電気建設工事共同企業体 

代表者マサ友電設株式会社

代表取締役天願昌輝

令和7年12月2 4日

うるま市長中村 正
蹲輙
人ー"a

養筮

-2-


